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アスクル事業 
アスクル利用額に応じて商品券を進呈 
㈱イシマルの IT サービスのご契約特典 

p.1〜2 

アサヒ飲料 
自動販売機設置あっせん 

設置奨励金 1 台につき、1 万円進呈    
ヒートポンプ機使用という有利な契約内容 

p.3 

組合ご加入にあたって 出資金（1 口）1 万円入金などの組合員の義務 p.3 

販売促進アプリ 「ミセテ」 
加入あっせん 

利用開始 初期費用 組合員価格でご提供 p.4 

電力切替え事業 初期費用不要で電気代のコスト削減が可能 p.5〜8 

ETC カードのご案内 ETC カードのコストト手間を削減 p.9 

組合加入申込書兼事業利用申込書 p.10 

九九州州ビビジジネネススネネッットトワワーークク協協同同組組合合  
代代表表理理事事  内内 田田 延延 佳佳     

組組合合事事務務局局  （（担担当当︓︓野野中中・・小小田田））  
〒〒885522--88000088  長長崎崎市市曙曙町町44番番99号号  内内田田ビビルル内内  
電電 話話  009955--886611--22005544      FF AA XX  009955--886622--88888855    
EE--mmaaiill    jjiimmuukkyyookkuu@@qqbbnn..jjpp    ホホーームムペペーージジ  wwwwww..qqbbnn..jjpp  
営営業業時時間間  99::0000〜〜1155::0000（（時時間間外外ははEE--mmaaiillへへごご連連絡絡ををおお願願いいいいたたししまますす。。））  



アスクル事業 
〈アスクル代理店︓㈱イシマル〉 
 アスクルは、専用カタログで商品を選び、ファックスやイン
ターネットを使って注文いただき、当日または翌日には
商品が届くというスピーディーな配送サービスです。取扱
商品数は 1,470 万点（2025 年 5 月現在）を超え
ています。 

 
 入会金や年会費はありません。 

 商品券の進呈金額について 
年間ご利用金額（消費税抜） 進呈される商品券の金額 

10 万円以上 20 万円未満 1,000 円  
20 万円以上 30 万円未満 2,000 円  
30 万円以上 40 万円未満 3,000 円  
〜 中略 （以下、10 万円ごとに商品券も 1,000 円アップ）〜 

100 万円以上 10,000 円 （上限） 

       

 アスクルサービスによる種類 
カタログ名称 掲載商品 商品券対象 備 考 

 

アスクル 
文具・事務用品・コピー用紙・メディア・ト
ナー&インク・PC 用品・生活雑貨・飲料・
オフィス家具 

◯ 
(酒・医薬品

除く) 

 全 業 種 利 用
可能です。 

 

アスクル 
メディカル＆ケア 

衛生用品・薬局用品・医療事務用品 ✕ 

 原則、医療・
福祉関係の業
種の方が対象
です。 

すでにアスクルを利用している
組合員もお申し込みできます。 
※アスクル特典を受けている他の 
団体に所属している場合を除く。 

【本組合のアスクル事業特典】 
 年間ご利用金額に応じて商品券を進呈。（下表参照） 
※一部商品で年間ご利用額の対象とならないものがございます。ご了承下さい。 
 ㈱イシマルのパソコン運用サポート保守のご契約でパソコン 1 台につきギフト券
1,000 円分を進呈。 



アスクル事業ご利用の際に提出いただく書類 

① アスクルカタログ・登録お申込書 （お手元にない場合は組合事務局へご連絡ください。） 

上記申込書は、組合員より直接㈱イシマルアスクル事業部に FAX 送信してください。 

② 組合事業利用申込書（本組合に提出） 
※ 組合員でない方は、「組合加入申込書」を本組合に提出ください。 

 

 アスクル（代理店︓㈱イシマル）登録手続きについて 
アスクルの利用状況 登録手続き 

A アスクルを初めて利用する 

 「登録申込書」に必要事項を記入し、㈱イシマルに FAX 送信
(095-839-7911)します。 

 お申し込み 2〜3 日後にカタログ（お客様登録番号付き）が
送付されてきます。 

 FAX やインターネットでのご注文が可能になります。 
 口座振替による支払いを希望された場合は、別途信販会社

から書類が送付されてきますので返送します。 
（口座引落が可能になるまで代金はお振り込みになります。） 

B 
㈱イシマルの代理店による
アスクル登録済み 

 「登録申込書」に電話番号のみ記入し、㈱イシマルに FAX 送信
します。（これで手続きは完了です。） 

C 
㈱イシマル以外の代理店で
アスクル登録済み 

 「登録申込書」に必要事項を記入し、㈱イシマルに FAX 送信し
ます。 

 ㈱イシマルから「エージェント（代理店）変更手続きのご案内」
が FAX 送信されます。 

 アスクル（本部）から組合員に「エージェント変更確認」（同意
確認）の FAX が送信されてきますので、必ずアスクルにご返信く
ださい。 

 口座振替の場合、再手続きをいたします。 
 ご注文は従来通り可能です。手続き完了後は請求人が㈱イシ
マルに変わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご 注 意 
  アスクル配達エリアの都合でアスクル事業の申し込みができない地域が一部ございます。 

  すでに別の協同組合等の団体に所属し、その団体がアスクルと何らかの提携をしている場合、
本組合のアスクル事業の申し込みができない場合があります。 

  商品券進呈の対象となる年間取引額は、原則 6 月〜翌年 5 月の期間が反映されます。年
間取引額の集計は㈱イシマルが行い、商品券も㈱イシマルから各組合員に直接送付されます。 








